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青
森
県
告
示
第
百
号

青
森
県
結
核
予
防
補
助
金
交
付
規
程

(

昭
和
三
十
七
年
三
月
青
森
県
告
示
第
百
五
十
二
号)

第
二

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
七
年
度
に
お
け
る
基
準
を
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
同
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

補
助
金
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
額
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
基
準
額
の
合
計
額
、
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
補
助
対
象
経
費

(

補
助
金
の
交
付
の
対
象
と
な
る
経
費
を
い
う
。)

の
実
支
出
額
又
は

補
助
金
の
交
付
の
対
象
と
な
る
事
業
に
要
し
た
経
費
か
ら
寄
附
金
そ
の
他
の
収
入
額
を
控
除
し
た
額

の
い
ず
れ
か
少
な
い
方
の
額
と
す
る
。

青
森
県
告
示
第
百
一
号

児
童
福
祉
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号)

第
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
小

児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
十
九
第
一
号
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
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日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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基

準

額

補

助

対

象

経

費

一

四
百
五
十
円
に
医
療
機
関
で
レ
ン
ズ
カ
メ
ラ
に
よ
り

間
接
撮
影
を
受
け
た
者
の
延
べ
数
を
乗
じ
て
得
た
額

二

四
百
七
十
三
円
に
医
療
機
関
で
七
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

ミ
ラ
ー
カ
メ
ラ
に
よ
り
間
接
撮
影
を
受
け
た
者
の
延
べ

数
を
乗
じ
て
得
た
額

三

五
百
一
円
に
医
療
機
関
で
一
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
ミ

ラ
ー
カ
メ
ラ
に
よ
り
間
接
撮
影
を
受
け
た
者
の
延
べ
数

を
乗
じ
て
得
た
額

四

千
七
百
四
十
四
円
に
医
療
機
関
で
直
接
撮
影
を
受
け

た
者
の
延
べ
数
を
乗
じ
て
得
た
額

学
校
又
は
施
設
の
長
が
感
染

症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者

に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律

(

平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号)

第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
行
う
定
期
の
健
康
診

断
に
要
す
る
経
費

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

サ
ン
ケ
ア
お
い
ら
せ
薬
局

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
上
前
田
二
一
の

七

平
成

��･

�･

��

調
剤
薬
局
ツ
ル
ハ
ド
ラ
ッ
グ
五
所
川
原

本
町
店

五
所
川
原
市
字
本
町
二
五
の
二

��･

�･

��

�
�
�
�
�
�
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�
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( )

青
森
県
告
示
第
百
二
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
次
の
と
お
り
森
林
に
つ
い
て
保
安
林
の
指
定
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
旨
の

通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
条
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一
�

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

十
和
田
市
大
字
奥
瀬
字
尻
辺
山
一

(
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

�

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵か
ん

養

�

保
安
林
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

二
�

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

十
和
田
市
大
字
奥
瀬
字
尻
辺
山
一

(

国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

�

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

公
衆
の
保
健

�

保
安
林
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
及
び
十
和
田
市
役
所
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

青
森
県
告
示
第
百
三
号

漁
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
二
百
六
十
七
号)

第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
共
同
漁
業

及
び
区
画
漁
業
の
免
許
に
つ
い
て
、
免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項
等
を
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、

同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

１
公
示
番
号
西
共
第
53号

２
免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項

�
漁
業
種
類
・
漁
業
の
名
称
及
び
漁
業
時
期

�
漁
場
の
位
置

む
つ
市
大
字
田
名
部
､
南
赤
川
町
､
松
原
町
及
び
港
町
地
先

�
漁
場
の
区
域

次
の
基
点
第
60号
､
ア
､
イ
及
び
基
点
第
61号
の
各
点
を
順
次
に
結
ん
だ

線
と
最
大
高
潮
時
海
岸
線
と
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

基
点
第
60号

む
つ
市
大
字
奥
内
と
大
字
田
名
部
と
の
境
の
赤
川
尻
に
設
置
し
た
標
柱

ア
基
点
第
60号
か
ら
真
方
位
288度

3,500メ
ー
ト
ル
の
点

イ
基
点
第
61号
か
ら
真
方
位
168度

30分
7,000メ

ー
ト
ル
の
点

基
点
第
61号

む
つ
市
大
字
田
名
部
､
下
北
ふ
頭
南
端

３
免
許
予
定
日

平
成
28年
７
月
１
日

４
申
請
期
間

平
成
28年
３
月
１
日
か
ら
同
年
４
月
30日
ま
で

５
関
係
地
区

む
つ
市
中
央
､
金
谷
､
小
川
町
､
本
町
､
田
名
部
町
､
柳
町
､
栗
山
町
､
横

迎
町
､
上
川
町
､
新
町
､
海
老
川
町
､
緑
町
､
下
北
町
､
港
町
､
仲
町
､
若
松

町
､
昭
和
町
､
金
曲
､
南
町
､
赤
川
町
､
松
原
町
､
大
曲
､
南
赤
川
町
､
大
字

田
名
部
､
緑
ヶ
丘
､
十
二
林
､
美
里
町
､
苫
生
町
､
松
山
町
､
山
田
町

６
そ
の
他

こ
の
免
許
の
存
続
期
間
は
､
免
許
の
日
か
ら
平
成
36年
３
月
31日
ま
で
と
す

る
｡
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漁
業
種
類

漁
業
の
名
称

漁
業
時
期

漁
業
の
名
称

漁
業
時
期

第
１
種

共
同
漁
業

あ
か
が
い
漁
業

１
月
１
日
か
ら

12月
31日
ま
で
な
ま
こ
漁
業

１
月
１
日
か
ら

12月
31日
ま
で

あ
か
ざ
ら
が
い
漁

業
〃

な
み
の
こ
が
い
漁

業
〃

あ
さ
り
漁
業

〃
ば
か
が
い
漁
業

〃

い
が
い
漁
業

〃
は
ま
ぐ
り
漁
業

〃

う
に
漁
業

〃
ほ
た
て
が
い
漁
業

〃

か
き
漁
業

〃
ほ
や
漁
業

〃



( )
１
公
示
番
号
西
共
第
54号

２
免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項

�
漁
業
種
類
・
漁
業
の
名
称
及
び
漁
業
時
期

�
漁
場
の
位
置

む
つ
市
大
字
田
名
部
､
南
赤
川
町
､
松
原
町
及
び
港
町
地
先

�
漁
場
の
区
域

次
の
基
点
第
60号
､
ア
､
イ
及
び
基
点
第
61号
の
各
点
を
順
次
に
結
ん
だ

線
と
最
大
高
潮
時
海
岸
線
と
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

基
点
第
60号

む
つ
市
大
字
奥
内
と
大
字
田
名
部
と
の
境
の
赤
川
尻
に
設
置
し
た
標
柱

ア
基
点
第
60号
か
ら
真
方
位
288度

3,500メ
ー
ト
ル
の
点

イ
基
点
第
61号
か
ら
真
方
位
168度

30分
7,000メ

ー
ト
ル
の
点

基
点
第
61号

む
つ
市
大
字
田
名
部
､
下
北
ふ
頭
南
端

３
免
許
予
定
日

平
成
28年
７
月
１
日

４
申
請
期
間

平
成
28年
３
月
１
日
か
ら
同
年
４
月
30日
ま
で

５
関
係
地
区

む
つ
市
中
央
､
金
谷
､
小
川
町
､
本
町
､
田
名
部
町
､
柳
町
､
栗
山
町
､
横

迎
町
､
上
川
町
､
新
町
､
海
老
川
町
､
緑
町
､
下
北
町
､
港
町
､
仲
町
､
若
松

町
､
昭
和
町
､
金
曲
､
南
町
､
赤
川
町
､
松
原
町
､
大
曲
､
南
赤
川
町
､
大
字

田
名
部
､
緑
ヶ
丘
､
十
二
林
､
美
里
町
､
苫
生
町
､
松
山
町
､
山
田
町

６
そ
の
他

�
こ
の
免
許
の
存
続
期
間
は
､
免
許
の
日
か
ら
平
成
36年
３
月
31日
ま
で
と
す
る
｡

�
こ
の
免
許
に
は
次
に
掲
げ
る
制
限
又
は
条
件
を
付
け
る
｡

①
小
型
定
置
又
は
刺
網
漁
業
の
網
漁
具
を
連
結
す
る
綱
及
び
土
俵
等
は
､
漁
場
区
域
の
境
界

線
を
越
え
て
敷
設
し
て
は
な
ら
な
い
｡

②
か
れ
い
・
ひ
ら
め
刺
網
の
目
合
は
､
３
寸
５
分
以
上
と
す
る
｡
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漁
業
種
類

漁
業
の
名
称

漁
業
時
期

第
２
種

共
同
漁
業

ち
か
小
型
定
置
漁
業

３
月
１
日
か
ら
７
月
31日
ま
で

い
わ
し
・
あ
じ
・
い
か
小
型
定
置
漁

業
４
月
１
日
か
ら
翌
年
２
月
末
日
ま
で

か
に
刺
網
漁
業

１
月
１
日
か
ら
12月
31日
ま
で

し
ゃ
こ
刺
網
漁
業

４
月
１
日
か
ら
12月
31日
ま
で

ち
か
刺
網
漁
業

３
月
１
日
か
ら
７
月
31日
ま
で

ぼ
ら
刺
網
漁
業

12月
１
日
か
ら
翌
年
４
月
30日
ま
で

か
れ
い
・
ひ
ら
め
刺
網
漁
業

１
月
１
日
か
ら
12月
31日
ま
で

あ
い
な
め
・
そ
い
篭
漁
業

１
月
１
日
か
ら
12月
31日
ま
で

か
に
篭
漁
業

１
月
１
日
か
ら
12月
31日
ま
で

も
す
そ
が
い
篭
漁
業

１
月
１
日
か
ら
12月
31日
ま
で



( )
１
公
示
番
号
西
共
第
69号

２
免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項

�
漁
業
種
類
・
漁
業
の
名
称
及
び
漁
業
時
期

�
漁
場
の
位
置

む
つ
市
大
字
田
名
部
､
南
赤
川
町
､
松
原
町
及
び
港
町
地
先

�
漁
場
の
区
域

次
の
基
点
第
60号
､
ア
､
イ
及
び
基
点
第
61号
の
各
点
を
順
次
に
結
ん
だ

線
と
最
大
高
潮
時
海
岸
線
と
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

基
点
第
60号

む
つ
市
大
字
奥
内
と
大
字
田
名
部
と
の
境
の
赤
川
尻
に
設
置
し
た
標
柱

ア
基
点
第
60号
か
ら
真
方
位
288度

3,500メ
ー
ト
ル
の
点

イ
基
点
第
61号
か
ら
真
方
位
168度

30分
7,000メ

ー
ト
ル
の
点

基
点
第
61号

む
つ
市
大
字
田
名
部
､
下
北
ふ
頭
南
端

３
免
許
予
定
日

平
成
28年
７
月
１
日

４
申
請
期
間

平
成
28年
３
月
１
日
か
ら
同
年
４
月
30日
ま
で

５
関
係
地
区

む
つ
市
中
央
､
金
谷
､
小
川
町
､
本
町
､
田
名
部
町
､
柳
町
､
栗
山
町
､
横

迎
町
､
上
川
町
､
新
町
､
海
老
川
町
､
緑
町
､
下
北
町
､
港
町
､
仲
町
､
若
松

町
､
昭
和
町
､
金
曲
､
南
町
､
赤
川
町
､
松
原
町
､
大
曲
､
南
赤
川
町
､
大
字

田
名
部
､
緑
ヶ
丘
､
十
二
林
､
美
里
町
､
苫
生
町
､
松
山
町
､
山
田
町

６
そ
の
他

こ
の
免
許
の
存
続
期
間
は
､
免
許
の
日
か
ら
平
成
36年
３
月
31日
ま
で
と
す

る
｡

１
公
示
番
号
西
区
第
131号

２
免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項

�
漁
業
種
類
・
漁
業
の
名
称
及
び
漁
業
時
期

�
漁
場
の
位
置

む
つ
市
大
字
田
名
部
地
先

�
漁
場
の
区
域

次
の
ア
､
イ
､
ウ
､
エ
､
オ
及
び
ア
の
各
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
に
よ
っ

て
囲
ま
れ
た
区
域

ア
基
点
第
60号

(む
つ
市
大
字
奥
内
と
大
字
田
名
部
と
の
境
の
赤
川
尻
に

設
置
し
た
標
柱
)
か
ら
真
方
位
228度

1,900メ
ー
ト
ル
の
点

イ
基
点
第
60号
か
ら
真
方
位
228度

3,500メ
ー
ト
ル
の
点

ウ
基
点
第
61号

(下
北
ふ
頭
南
端
)
か
ら
真
方
位
168度

30分
7,000メ

ー

ト
ル
の
点

エ
基
点
第
61号
か
ら
真
方
位
168度

30分
4,500メ

ー
ト
ル
の
点

オ
基
点
第
60号
か
ら
真
方
位
284度

3,060メ
ー
ト
ル
の
点

３
免
許
予
定
日

平
成
28年
７
月
１
日

４
申
請
期
間

平
成
28年
３
月
１
日
か
ら
同
年
４
月
30日
ま
で

５
地
元
地
区

む
つ
市
中
央
､
金
谷
､
小
川
町
､
本
町
､
田
名
部
町
､
柳
町
､
栗
山
町
､
横

迎
町
､
上
川
町
､
新
町
､
海
老
川
町
､
緑
町
､
下
北
町
､
港
町
､
仲
町
､
若
松

町
､
昭
和
町
､
金
曲
､
南
町
､
赤
川
町
､
松
原
町
､
大
曲
､
南
赤
川
町
､
大
字

田
名
部
､
緑
ヶ
丘
､
十
二
林
､
美
里
町
､
苫
生
町
､
松
山
町
､
山
田
町

６
そ
の
他

�
こ
の
免
許
の
存
続
期
間
は
､
免
許
の
日
か
ら
平
成
31年
３
月
31日
ま
で
と
す
る
｡

�
こ
の
免
許
に
は
次
に
掲
げ
る
制
限
又
は
条
件
を
付
け
る
｡

養
殖
施
設
は
､
綱
及
び
土
俵
等
海
中
に
あ
る
も
の
に
あ
っ
て
も
､
漁
場
の
区
域
内
に
敷
設
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
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漁
業
種
類

漁
業
の
名
称

漁
業
時
期

第
３
種

共
同
漁
業

い
わ
し
・
ち
か
地
び
き
網
漁
業

３
月
１
日
か
ら
９
月
30日
ま
で

漁
業
種
類

漁
業
の
名
称

漁
業
時
期

第
１
種

区
画
漁
業

ほ
た
て
が
い
垂
下
式
養
殖
業

１
月
１
日
か
ら
12月
31日
ま
で



( )

青
森
県
告
示
第
百
四
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
漁
船
損
害
等
補
償
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号)

第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
同
意
を
求
め
る
た
め
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
公
示
し
、
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
五
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
漁
船
損
害
等
補
償
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号)

第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
同
意
を
求
め
る
た
め
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
公
示
し
、
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

正

誤

青 森 県 報平成28年２月19日 金曜日 第4112号5

届

出

事

項

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧

加
入
区
の

名

称

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

期

間

場

所

竜
飛
今
別

東
津
軽
郡
今
別
町
大
字
今
別
字
今
別
三
七

野

土

一

公

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
字
三
�
梹
�
二
五
の

二

三

浦

榮

悦

東
津
軽
郡
今
別
町
大
字
砂
ケ
森
字
砂
村
元

八
八

川

口

明

徳

平
成
二
十
八
年

二
月
十
九
日
か

ら
同
年
三
月
四

日
ま
で

竜
飛
今
別
漁

業
協
同
組
合

届

出

事

項

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧

加
入
区
の

名

称

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

期

間

場

所

新
深
浦
町

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
北
金
ケ
沢
字
塩
見

形
四
〇
六
の
三

小

野

修

一

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
北
金
ケ
沢
字
塩
見

形
二
七
一
の
一

田

附

直

人

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
北
金
ケ
沢
字
塩
見

形
四
〇
七
の
五

工

藤

裕

幸

平
成
二
十
八
年

二
月
十
九
日
か

ら
同
年
三
月
四

日
ま
で

新
深
浦
町
漁

業
協
同
組
合

平
成
��･

�･

��

第
三
二
〇
九
号

発
行
年
月
日

発

行

番

号

障

害

福

祉

課

規

則

区

分

第
九
号

番

号

三

ペ
ー
ジ

表
中 行

血中アンモニア濃度150�/	以下 誤

血中アンモニア濃度150�/	以上 正



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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